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 ６．特記仕様書

工事説明書業務説明書

概要

管理図作成　一式

契約書に示す着手の日から令和 7年 3月18日までとする。

電線共同溝技術ﾏﾆｭｱﾙ(案)(北海道無電柱化推進協議会)、電線共同溝(道路保全技術ｾﾝﾀｰ)、道路土工　ｶﾙﾊﾞｰﾄ工指針(日本

道路協会)、道路土工　仮設構造物工指針(日本道路協会)、道路構造令の解説と運用(日本道路協会)、道路事業設計要領(

北海道建設部道路整備課)、札幌市土木設計業務共通仕様書、土木工事標準設計図集、北海道開発局道路設計要領、札幌

市公共測量仕様書、札幌市歩道施工ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ、その他関係資料並びに特記仕様書によること。

場所

期間

図面

仕様書

札幌市中央区南7条西14丁目ほか

別添のとおり。

別添のとおり
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（ ）

１．積算金額

設計金額 （円）

内 業 務 価 格

訳

区　分

業務名 国庫補助事業3・4・15福住・桑園通（南6・7条中通線～菊水・旭山

公園通間）電線共同溝管理図作成業務

消費税相当額

業　務　委　託　費

                                  札幌市- 1 -



役 務 仕 様 書 

 

1 役務の目的 

  本役務の目的は以下のとおりである。 

下記の電線共同溝新設工事（他事業体 委託工事）について、その進捗に併せて、 

電線共同溝完成時に必要となる各種図面、整備計画書(変更)等を作成する。 

  工 事 名：国庫補助事業 3・4・15 福住・桑園通（南 5 条線～ 

       菊水・旭山公園通間）電線共同溝新設工事 

  施工場所：札幌市中央区南 7条西 14丁目ほか 

  工  期：令和 6年 4 月 8日 ～ 令和 7年 2 月 21 日（予定） 

  工事範囲：別図による。 

 

2 履行期間 

契約締結日から令和 7 年 3 月 18 日までとする。 
 

3 設計協議 

着手時、中間打合せ 1 回、成果品納入時の計 3 回とする。なお、各打合せの際には主任技

師が立ち会うこと。中間打合せは、上記の工事請負業者を含めて行うこととする。 
 
4 記録簿の作成 

各調査、協議内容等の記録簿を提出すること。 
 
5 主任設計者及び照査技術者の資格要件 

本役務の主任設計者及び照査技術者は、別記「技術者資格要件」を満たす者とする。 
 

6 着手時提出書類 

受託者は、本役務の実施にあたり、本市契約約款に定めるものの他に次の書類を提出する

ものとする。 
・着手届 
・工程表 
・役務履行計画書 
・主任技術者等指定通知書及び経歴書 

 
7 設計根拠 

設計計算等において、その決定根拠およびそれに基づく文献等（頁）について明記する

こと。 
 
8 業務内容 

・ 工事対象は別図による。 

・ 詳細は別記の特記仕様書による。 

・ 報告書のまとめ方については業務主任の指示によるものとする。 

 



9 成果品 

（1） 管理図等作成 
・電線共同溝管理図 
・電線共同溝管理台帳（占用状況一覧表） 
・連系設備引渡書 
・整備計画書（変更） 
・数量調書、図面 
 ※本路線については、1 工区 2 か年で電線共同溝の敷設を行っている。（1 年目：通

信管路、2 年目：電力管路）業務範囲内において、通信管路線形の変更等に伴う、

電力管路線形の変更部分についても工事施工業者、業務主任と調整を行い図面、

数量調書の作成を行うこと。 
・電子データ一式 
 

（2） 各種報告書、検討書、打合せ記録簿、その他業務主任が必要と認めた資料等 
なお、取りまとめにあたっては、事前に業務主任と協議すること。 
本業務においては電子納品の対象とする。 
本業務において電子納品を運用することとし、札幌市電子納品に関する手引き〔土木業

務編〕に基づいて行うものとする。以下のアドレスを参照すること。 
http://www.city.sapporo.jp/zaisei/kojikansa/densinouhinn/densinouhin.html 

作成した CAD 図面のデータの提出については、広く一般に使用されている拡張子とす

るが、可能であれば dwg 形式で行うこと。dwg 以外の形式を使用する場合には、業務主任

と協議すること。 
 
10 環境への配慮 

（1） 本業務においては、本市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷低減に努めるこ

と。 
（2） 両面コピーの徹底やミスコピーを減らすことで、紙の使用量を減らすよう努めること。 
（3） 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリング

ストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。 
（4） 業務に係る用品等は、札幌市グリーン購入ガイドラインに従い、極力ガイドライン指定

品を使用すること。 
（5） 業務に関わる従業員に対し、札幌市環境方針の理解及び業務と環境の関連について自覚

をもつような研修を行うこと。 
 
11 その他 

(1) 受託者は、業務上知り得た事項を他人に洩らしてはならない。 
(2) 受託者は、この契約による業務を処理するに当って個人情報を取り扱う際には、別記

「個人情報の取扱いに関する特記事項」を守らなければならない。 
(3) 本業務に疑義が生じた場合は、業務主任と協議すること。 
(4) 電線共同溝管理図及び電線共同溝整備計画書作成にあたっては、工事施工者及び電線

共同溝参画企業と綿密な調整を図ること。 



特記仕様書（管理図等作成） 

 

１．管理図の作成 

（１）役務内容 

  電線共同溝新設工事のうち、電線共同溝部分の出来形に合わせて本市が貸与する図面

（CAD）データを変更・修正・追記するものとする。変更・修正に当っては、CAD のレイヤー

機能を活用し、以下の図面を効率よく出力できるよう工夫すること。 

 

①変更部分を朱書きとした新旧併記図面 

②最終出来形図 

 ※通信管路線形の変更等に伴う電力管路線形の変更図面についても作成 

 

  貸与・修正対象図面枚数 

・電線共同溝新設工事 ：64 枚 

 

（２）提出種類 

  図面 CAD データを電子媒体に記録し、提出すること。 

 

（３）成果品提出時期 

  当該図面は、以降に記載する調書類作成の基礎資料となるものであることから、電線共同

溝新設工事のうち電線共同溝敷設箇所が確定した段階で、速やかに図面データを提出できる

よう逐次作業を進めること。なお、提出の時期については、監督員の指示による。 

 



２．整備計画書（変更）の作成 

（１）役務内容 

  電線共同溝整備工事に先立ち作成された整備計画書（当初）を電線共同溝新設工事の出来

形に併せて変更し、整備計画書（変更）を作成するものとする。変更に当っては、本市が貸

与する当初計画データ（エクセル・ワード）を修正するものとし、内容は以下のとおりとす

る。 

  

整備計画書（変更） 

 ①整備計画書 

  ○敷設計画書 

  ○建設負担金資金計画書 

○建設負担金算定調書（各電線管理者毎） 

○企業別建設負担金延長算出調書 

  ○電線共同溝占用数量調書（一覧表） 

・電線共同溝占用数量調書  

・上り・下り（縦断部、横断部、引込部、連系部）占用数量集計、各社占用数量 

 

 ②図 面 

 ・位置図（1：10000） 

 ・図 面 

 ・電線共同溝整備計画図（平面図） 

 ・縦断図 

・土工定規図 

・ケーブル収用形態図 

・特殊部管路配置図 

・地上機器部組立図、通信接続部組立図 

・幹線管路線形図 

・引込管路線形図、連系管路線形図（縦断図含む） 

・占用予定者別占用部分図（各電線管理者毎） 

  ・その他、業務主任が指定する図面 

 

（２）中間成果の提出 

  役務履行期間中、電線共同溝新設工事のうち電線共同溝敷設箇所が確定した段階で、速や

かに「整備計画書（変更）（案）」を電子ファイルで提出し、各電線管理者に確認の後、の指

示により必要に応じて修正を行うこと。なお、各電線管理者への内容確認作業は、監督員が

行う。 

 

（３）成果品の提出 

  「整備計画書（変更）」のデータを電子媒体に取りまとめ、提出すること。また、①整備計

画書、②図面（縮小製本）は印刷・ファイリングし、提出すること。 

 

 

※ １．管理図の作成で作成した

図面（いずれも最終出来形図）を

流用・添付。 



３．電線共同溝管理台帳の作成 

（１）業務内容 

  本市が電線共同溝を管理する上で必要となる管理台帳（占用状況一覧表）を作成する。管

理台帳はエクセルファイルで作成するものとし、オートシェイプでの作成を標準とする。 

 

（２）中間成果の提出 

  役務履行期間中、電線共同溝新設工事のうち電線共同溝敷設工が完了し、電線管理者によ

る入線作業開始前を目処に、速やかに「電線共同溝管理台帳（案）」を電子ファイルで提出

し、監督員の指示により必要に応じて修正を行うこと。なお、内容確認作業は、監督員が行

う。 

 

（３）成果品の提出 

電線共同溝管理台帳のデータを電子媒体に取りまとめ、提出すること。また、電線共同溝

管理台帳は印刷・ファイリングし、提出すること。 

 

４．連系設備引渡書の作成 

（１）業務内容 

電線共同溝整備工事の完了後、各電線管理者に提出する連系設備引渡書を作成するものと

する。作成にあたっては、本市が指定する様式（エクセル・ワード）に必要事項を記入する

ものとし、内容は以下のとおりとする。 

 

①連系設備引渡書関連書類 

・引渡設備内訳書（連系設備部分 各電線管理者毎） 

 

②図 面（共通） 

・位置図（1：10000） 

・図 面 

 ・電線共同溝整備計画図（平面図） 

・縦断図 

 ・連系設備立上詳細図 

・連系管路線形図（縦断図含む） 

   ・その他、業務主任が指定する図面 

 

③連系設備部写真 

・連系設備部の写真は、JPG形式のものを監督員が工事請負者より入手し提供するので、電

線管理者毎に取りまとめること。 

※ １．管理図の作成で作成した

図面（いずれも最終出来型図）を

流用・添付。 



（２）中間成果の提出 

  役務履行期間中、電線共同溝新設工事のうち電線共同溝敷設工が完了し、電線管理者によ

る入線作業完了前を目処に、「連系設備引渡書（案）」を電子ファイルで提出し、各電線管

理者に確認の後、監督員の指示により必要に応じて修正を行うこと。なお、各電線管理者へ

の確認作業は、監督員が行う。 

 

（３）成果品の提出 

「連系設備引渡書」のデータを電子媒体に取りまとめ、提出すること。また、①連系設備

関連書類、②図面（縮小製本）、③連系設備部写真は印刷・ファイリングし、提出すること。 

 

５．数量調書・図面の修正 

（１）役務内容 

  上記電線共同溝新設工事のうち、電線共同溝部分の出来形に合わせて本市が貸与する数量

調書・図面データを変更（※ 電線共同溝敷設にかかる部分のみとし、道路改築等の関連部

分は含まない。）するものとする。 

 

（２）提出種類 

  修正した数量調書・図面データを電子媒体に記録し、提出すること。印刷製本は不要。 

 

（３）成果品提出時期 

  電線共同溝新設工事のうち電線共同溝敷設箇所が確定した段階で、速やかに提出できるよ

う逐次作業を進めること。なお、提出の時期については、監督員の指示による。 

 

 



【参考】業務履行フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

電線共同溝新設工事         管理図等作成業務 

      

・           着手 

     ・ 

     ・           

電線共同溝管路敷設箇所確定     管理図作成 

                 整備計画書(変更)(案)※2月末まで 

電線共同溝管路敷設完了        

                  

                  

                 電線共同溝管理台帳（案） 

入線作業開始        数量調書 

 

 

入線作業完了         

                 連系設備引渡書（案） 

 

道路整備工事・復旧工事 

 

 

電線共同溝工事竣工       

 

                  

完了時提出書類 

・管理図 

・整備計画書 

・電線共同溝管理台帳 

・数量調書 

・連系設備引渡書 



技術者資格要件(主任設計者及び照査技術者について) 別紙

1.本業務の主任設計者及び照査技術者は、下記の条件を満たす者とする。
①主任設計者は、下記資格要件分類表の（Ⅲ）の要件を満たす者とする。
②照査技術者は、下記資格要件分類表の（Ⅲ）の要件を満たす者とする。
2.技術士またはＲＣＣＭの資格保有者とは、登録していることを条件とする。
　業務着手時に、資格者であることを証明できる書類（登録証の写し）を提出すること。
　なお、資格要件（Ⅰ）で技術士の場合は、専門科目が証明できる書類（登録証明証の写し）を提出すること。

資格要件分類表

主任設計者 照査技術者

資格要件（Ⅰ）

資格要件（Ⅱ）

資格要件（Ⅲ）

技術士（建設部門、総合技術監理部門－
建設）、ＲＣＣＭ（別表１）のいずれか
の資格保有者、又は建設コンサルタント
等業務について（大学・短大・高専卒20
年、高卒22年、その他25年以上）実務経
験を有する者。

技術士（建設部門、総合技術監理部門－
建設）、ＲＣＣＭ（別表１）のいずれか
の資格保有者。

資格要件（Ⅳ）

技術士（別表２）、ＲＣＣＭ（別表３）
のいずれかの資格保有者、又は建設コン
サルタント等業務について（大卒13年、
短大・高専卒15年、高卒17年以上）実務
経験を有する者。

技術士（別表２）、ＲＣＣＭ（別表３）
のいずれかの資格保有者。

要件分類
資　　格

技術士（建設部門－道路、総合技術監理部門－建設－道路）、ＲＣＣＭ（道路）
のいずれかの資格保有者。
技術士（建設部門、総合技術監理部門－建設）、ＲＣＣＭ（道路）のいずれかの
資格保有者。







業務名： 国庫補助事業3・4・15福住・桑園通（南6・7条中通線～菊水・旭山

公園通間）電線共同溝管理図作成業務

                    　建設局　土木部　工事課　街路工事一係

本設計書は、発注者の施工計画に基づいて作成した設計図書の一部を、見積り算定の参考として提示するもので、

契約上、これを拘束するものではありません。

　令 和 　６ 年 度　

業務設計書（見積参考）

令和 　６年 　３月　 単価適用
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業務番号

項目

業務業務名

項目・工種・種別 単位 数量 数量増減 摘要

設計総括表（金抜き）

国庫補助事業3・4・15福住・桑園通（南6・7条中通線～菊水・旭山 当    初 設計業務

公園通間）電線共同溝管理図作成業務 道路構造物設計

道路構造物設計

式         1    

　電線共同溝(C･C･Box)設計
　
　 式         1    

　　電線共同溝(C･C･Box)詳細設計
　　
　　 式         1    

　　詳細打合せ
　　
　　 式         1    

直接経費

式         1    

　直接経費
　
　 式         1    

　　旅費交通費
　　
　　 式         1    

　　電子成果品作成費
　　
　　 式         1    

直接原価

式         1    

直接経費及び間接原価（その他原価

式         1    

業務原価

式         1    

一般管理費等

式         1    

設計業務価格

式         1    
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業務番号

項目

業務業務名

項目・工種・種別 単位 数量 数量増減 摘要

設計総括表（金抜き）

国庫補助事業3・4・15福住・桑園通（南6・7条中通線～菊水・旭山 当    初 消費税等相当額

公園通間）電線共同溝管理図作成業務 消費税等相当額

消費税等相当額

式         1    

業務委託料

式         1    
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摘要規格

業務名

単位項目・工種・種別・細別

業務番号

数量

業務

項目

数量増減

設計内訳書（金抜き）

国庫補助事業3・4・15福住・桑園通（南6・7条中通線～菊水・旭山 当　  初 設計業務

公園通間）電線共同溝管理図作成業務 道路構造物設計

道路構造物設計

        1    式

　電線共同溝(C･C･Box)設計

　

　         1    式

　　電線共同溝(C･C･Box)詳細設計

　　

　　         1    式

　　　電線共同溝(C･C･Box)詳細設計(全体

　　　

　　　

設計延長 510m 予備設

計成果有 補正地域な

し         1    式 内-1号

　　詳細打合せ

　　

　　         1    式

　　　打合せ

　　　

　　　

中間打合せの回数 1回

        1    式 内-2号

直接経費

        1    式

　直接経費

　

　         1    式

　　旅費交通費

　　

　　         1    式

　　　旅費交通費(率計上)

　　　

　　　         1    式 内-3号

　　電子成果品作成費

　　

　　         1    式

　　　電子成果品作成費

　　　

　　　         1    式 内-4号
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摘要規格

業務名

単位項目・工種・種別・細別

業務番号

数量

業務

項目

数量増減

設計内訳書（金抜き）

国庫補助事業3・4・15福住・桑園通（南6・7条中通線～菊水・旭山 当　  初 設計業務

公園通間）電線共同溝管理図作成業務 直接原価

直接原価

        1    式

直接経費及び間接原価（その他原価

        1    式

業務原価

        1    式

一般管理費等

        1    式

設計業務価格

        1    式

消費税等相当額

        1    式

業務委託料

        1    式
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

電線共同溝(C･C･Box)詳細設計(全体設計)

2024. 3
第  1号内訳書 2024. 3

1.000-00000002000

設計計画 510m 有 補正地域なし 

箇所         0.6  単－   1号

全体設計(平面･縦断線形設 510m 有 補正地域なし 

計)

箇所         0.6  単－   2号

全体設計(数量計算) 510m 有 補正地域なし 

箇所         1    単－   3号

関係機関との協議用資料作 510m 有 補正地域なし 

成

箇所         1    単－   4号

照査 510m 有 補正地域なし 

箇所         1    単－   5号

報告書作成 510m 有 補正地域なし 

箇所         1    単－   6号

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

打合せ

2024. 3
第  2号内訳書 2024. 3

1.000-00000002000

打合せ 1回 

業務         1    単－   7号

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

旅費交通費(率計上)

2024. 3
第  3号内訳書 2024. 3

1.000-00000002000

旅費交通費率分（設計業務 滞在を伴わない 

）

式         1    内－   5号

        合  計
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単位規格名称

労務調整-超過-規制

数量

単価適用年月

歩掛適用年月

摘要数量増減

一式当たり内訳書（金抜き）

電子成果品作成費

2024. 3
第  4号内訳書 2024. 3

1.000-00000002000

電子成果品作成費 概略・予備・詳細設計 

式         1    内－   6号

        合  計
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